
http://www.envix.co.jp                     1                             EnviX 

 

EnviX 海外環境法規制トレンドレポート〈2019 年後期号（第 23 号）〉 

米国・カナダ編 

④ 製品に含まれる有害物質の規制に関する州の法規 ―― 製品系、化学物質関

連 

法律/政策の名称 州ごとに対象物質や製品が異なる法律が制定されている。EUの

RoHS指令に関連する規定が含まれている法律としては、カリフ

ォルニア州の 2003年電子廃棄物リサイクル法などがある。 

現地語名称 Electronic Waste Recycling Act of 2003 など 

公布/施行日等 カリフォルニア州の電子廃棄物リサイクル法は 2003 年 9 月 24

日、知事の署名により成立した。 

カバー期間 2019年 6月から 2019年 11月 

 

バックグラウンド情報 

■概 要 

米国における州レベルの製品含有有害物質規制は、特定の製品に含まれる特定の物質の

含有量の制限や含有製品の製造／販売の制限、含有情報の届出・ラベル表示といったかたち

が一般的である。とりわけ、子どもの健康と安全の保護を目的とする法律は多く、内分泌か

く乱物質のフタル酸エステル類やビスフェノール A（BPA）が子どもに与える影響が取りざ

たされるようになると、それらの物質が使われている哺乳びん、玩具、育児用品などの子ど

も向け製品を規制する法律を制定する州が相次いだ。また、2012 年に難燃剤の安全性に対

する議論が高まったことをきっかけに、特に布・革張り家具を対象とする難燃剤規制法を制

定する州も増加している。さらに、近年は有機フッ素化合物のペルフルオロアルキル化合物

およびポリフルオロアルキル化合物（PFAS）類が全米各地の飲料水を汚染していることが

明らかになり、全国的に規制の動きが活発化している。そのほかの主な規制対象物質として

は、水銀、鉛、カドミウムなどの重金属、臭素系をはじめとする難燃剤、BPA、フタル酸エ

ステル類などがある。 

 

■RoHS関連規定を含む廃電子機器リサイクル法 

製品含有有害物質規制のうち、電気電子機器に特化した EU の RoHS 指令に相当する法

律は米国には存在せず、2019年 12月 1日現在、25州で制定されている廃電子機器リサイ

クル法の一部に関連する規定が盛りこまれているのみである。この「RoHS規定」には 2つ

のパターンがあり、ひとつは重金属に関して RoHS 指令の要件を遵守することを製造者に

義務付けるパターン（カリフォルニア、ニュージャージー）、もうひとつは自社製品が RoHS
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指令の要件を遵守しているかどうか、および欧州委員会からその要件の適用除外を承認さ

れているかどうかを明らかにするよう製造者に求めるパターン（インディアナ、ミネソタ、

ニューヨーク、ロードアイランド、ウィスコンシン）である。 

 

米国の州で制定されている廃電子機器リサイクル法の RoHS規定 

州 条項番号 URL 

カリフォルニア Health and Safety Code, 

Division 20, Chapter 6.5, 

Article 10.3, §25214.10(b) 

http://leginfo.legislature.ca.gov/f

aces/codes_displayText.xhtml?la

wCode=HSC&division=20.&title

=&part=&chapter=6.5.&article=

10.3.  

インディアナ Title 13, IC 13-20.5-1-1, 

Sec.1(c)6) 

http://iga.in.gov/legislative/laws/

2017/ic/titles/013 

ミネソタ Chapter 115A, §115A.1312, 

Subdivision 2 (b) 

https://www.revisor.mn.gov/stat

utes/?id=115A.1312 

ニュージャージー Title 13, 13:1E-99.101 

＊左上のホルダーをクリックし、

Title 13 の該当条項までクリック

を続ける 

https://lis.njleg.state.nj.us/nxt/g

ateway.dll?f=templates&fn=defa

ult.htm&vid=Publish:10.1048/E

nu 

ニューヨーク Environmental 

Conservation Law, 

Article 27, Title 26, 

27-2605 1.(f) 

https://www.nysenate.gov/legisla

tion/laws/ENV/27-2605 

ロードアイランド 23-24.10-9(c) http://webserver.rilin.state.ri.us/

Statutes/TITLE23/23-24.10/23-2

4.10-9.HTM 

ウィスコンシン Chapter 287, §287.17(3)(b) https://docs.legis.wisconsin.gov/s

tatutes/statutes/287/II/17 

 

■グリーンケミストリー法 

いっぽう、新たな傾向として、「グリーンケミストリー」の概念を取り込んだ化学物質

規制が静かに広がってきている。2008年にカリフォルニア州が制定した「グリーンケミス

トリー法」が原型で、化学物質ごと、あるいは製品ごとにそれらを規制する法律を定める

代わりに、一定の基準に従って製品中の懸念される多数の化学物質を特定し、有害な物質

を代替した物質の方がより有害だったという残念な事態を防ぐとともに、化学物質を使わ

ない、あるいは確実に有害性の低い代替物質への切り替えを進めるというアプローチを軸

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=6.5.&article=10.3
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=6.5.&article=10.3
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=6.5.&article=10.3
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=6.5.&article=10.3
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=6.5.&article=10.3
http://iga.in.gov/legislative/laws/2017/ic/titles/013
http://iga.in.gov/legislative/laws/2017/ic/titles/013
https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=115A.1312
https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=115A.1312
https://lis.njleg.state.nj.us/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=Publish:10.1048/Enu
https://lis.njleg.state.nj.us/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=Publish:10.1048/Enu
https://lis.njleg.state.nj.us/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=Publish:10.1048/Enu
https://lis.njleg.state.nj.us/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=Publish:10.1048/Enu
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/ENV/27-2605
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/ENV/27-2605
http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE23/23-24.10/23-24.10-9.HTM
http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE23/23-24.10/23-24.10-9.HTM
http://webserver.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE23/23-24.10/23-24.10-9.HTM
https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/287/II/17
https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/287/II/17
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とする。2019年 12月 1日現在、「グリーンケミストリー法」と分類される法律の制定が

確認できている州には、カリフォルニア、コネチカット、メイン、ミネソタ、オレゴン、

バーモント、およびワシントンがある。対象製品は、カリフォルニア州とワシントン州の

新法（後述）以外、子ども向け製品に限定されている。 

 

米国の州で制定されている「グリーンケミストリー法」と呼ばれる法律 

州 法律名 対象製品 主な要件 

カリフォルニア 法律： 

Health and Safety Code, 

Division 20, Chapter 6.5, 

Article 14  

“Green Chemistry” 

実施規則： 

California Code of 

Regulations, Title 22, 

Division 4.5, Chapter 55 

“Safer Consumer 

Products” 

消費者向け製品 優先製品届出、代替

策評価、必要な場合

は製品の販売禁止含

む規制 

コネチカット General Statutes of 

Connecticut,  

Title 21a, Chapter 420d 

“State Child Protection 

Act” 

子ども向け製品 当局がより安全な代

替物質リスト作成、

鉛およびアスベスト

含有子ども向け製品

の販売禁止 

メイン Maine Revised Statutes, 

Title 38, Chapter 16-D 

“Toxic Chemicals in 

Children’s Products” 

子ども向け製品 製品中の優先化学品

届出、当局の求めに

応じて代替策評価、

当局に製品販売禁止

権限あり 

ミネソタ Minnesota Statutes, 

Chapter 116 §116.9401-

9707  

“Chemicals of High 

Concern” 

子ども向け製品 製造者への要件は特

になし 

オレゴン Oregon Revised Statutes, 

Volume 11, Chapter 

431A.250-280  

子ども向け製品 製品中の高優先懸念

化学物質届出、代替

策評価必要な場合あ

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=20.&title=&part=&chapter=6.5.&article=14.
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=I8C15F39016D911E39FBEC451F3D23076&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=I8C15F39016D911E39FBEC451F3D23076&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://www.cga.ct.gov/current/pub/chap_420d.htm
https://www.cga.ct.gov/current/pub/chap_420d.htm
http://legislature.maine.gov/legis/statutes/38/title38ch16-Dsec0.html
http://legislature.maine.gov/legis/statutes/38/title38ch16-Dsec0.html
https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=116
https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=116
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“Toxic –Free Kids Act” り、特定の製品は 6

年以内に問題の化学

物質除去義務 

バーモント Vermont Statutes, 

Title 18, Chapter 38A 

“Chemicals of High 

Concern to Children” 

＊12 月 1 日現在、ウェブ

サイトにアクセスできず 

子ども向け製品 製品中の高懸念化学

物質届出、当局に販

売禁止の規則策定権

限あり 

ワシントン Revised Code of 

Washington,  

Title 70, Chapter 70.240 

“Children’s Safety 

Products” 

子ども向け製品 製品中の高懸念化学

物質届出 

ワシントン Revised Code of 

Washington, Title 70, 

Chapter 70.365 

“Toxic Pollution” 

消費者向け製品 当局による製造・販

売制限などの規制 

 

■成分開示法 

2017 年 10 月、カリフォルニア州において、州内で販売される幅広い洗浄製品の成分開

示を製造者に求める「2017年洗浄製品知る権利法（Cleaning Product Right to Know Act 

of 2017）」（法案番号：SB 258）が成立した。家庭用や業務用のさまざまな洗浄製品に意図

的に加えられた成分や特定香料成分、香料アレルゲンなどを、製品ラベルと自社のウェブサ

イトを使って開示することを製造者に求めるもので、2018年 1月 1日に発効し、実施され

ている。いっぽう、ニューヨーク（NY）州では 2018年 6月、州環境保全局（DEC）が「家

庭用洗浄製品の情報公表に関するプログラム・ポリシー（Program Policy on Household 

Cleaning Product Information Disclosure）」を最終決定した。このプログラムは、州内で

販売される一般家庭用と業務用のさまざまな石鹸や洗剤類の製造者に対し、製品に含まれ

る成分に関して州が求める情報をそれぞれのウェブサイトで公表することを求めるもので

ある（なお、このプログラムについては、次項「最近の主な動向」で最新の重要な変更につ

いて報告している）。 

この 2 州の取り組みをきっかけに、他州のあいだで同様の成分開示規制を検討する動き

が広まっている。 

 

最近の主な動向 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors431A.html
http://legislature.vermont.gov/statutes/chapter/18/038A
http://legislature.vermont.gov/statutes/chapter/18/038A
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.240
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.240
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.365
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=104.&title=&part=3.&chapter=13.&article=
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=104.&title=&part=3.&chapter=13.&article=
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■カリフォルニア州の動向 

(1)「より安全な消費者向け製品」（SCP）規則をめぐる動向 

●SCP規則最初の暫定代替策分析報告書に「欠陥」通知 

カリフォルニア州有害物質規制局（DTSC）は 8月 30日、同州グリーンケミストリー法

を実施する「より安全な消費者向け製品」（SCP）規則のもと、ハロゲン化溶剤工業連盟

（HSIA）が塩化メチレンを含む塗料・ニス剥離剤製造者 5 社を代表して同局に提出した暫

定代替策分析（AA）報告書に対し、SCP規則の適合性の観点から審査した結果として「欠

陥通知」を発出した。塩化メチレンを含む塗料・ニス剥離剤は同年 1 月 1 日に規制対象で

ある「優先製品」リストに追加されており、その製造者の一部が HSIAのもとでコンソーシ

アムを組み、現在、SCP規則にもとづく初の AAの実施に取り組んでいる（関連文書一式：

https://calsafer.dtsc.ca.gov/cms/priorityproductdetail/?rid=1009）。 

責任主体の選択 

SCP規則のもと、塩化メチレンを含む塗料・ニス剥離剤製造者 11社が自分たちの製品が

優先製品であるという「優先製品届出」を行った。そのうち 6社は優先製品をカリフォルニ

ア州の市場から撤退させる道を選択し、残りの 5 社がコンソーシアムを組んで 7 月 1 日に

暫定 AA 報告書を提出したが、このうちの 1 社が 9 月末、カリフォルニア州内での当該製

品の販売と流通の中止を保証する「製品除去確認届出」を DTSC に提出した。これで同社

は、これ以上 AAを実施する必要はなくなったことになる。 

暫定 AA報告書の概要 

暫定 AA 報告書は、二段階で構成される AA の第一段階終了後に DTSC に提出する報告

書である。塩化メチレンを含む塗料・ニス剥離剤製造者が作成した暫定 AA 報告書の結論

は、以下のような内容であった。 

 代替策分析の結論は、現在ひとつだけ、優先製品の考えられ得る代替策があることを示

したが、容易に利用可能なデータでは、現時点で断定することは難しい。 

 また、他の代替策が近い将来、利用できるようになる可能性があるが、現在、それらの

可能性をふるいにかけるのに必要なデータは利用できない、というようにも思われる。 

DTSCの欠陥通知の概要 

DTSC は暫定 AA 報告書について複数の欠陥を指摘するとともに、修正版の提出期限を

2019年 10月 29日と指定した。DTSCが指摘した欠陥の概要を以下に示す。 

 SCP 規則は暫定および最終 AA 報告書は規定されたもので該当するすべての情報を含

んでいなければならないと定めているが、提出された暫定 AA 報告書は不完全である。 

 下された決定の裏付け情報と論拠が欠けている。 

 暫定 AA 報告書は大部分が定性的記述のうえに構築されており、定量的情報が少ない。 

 暫定 AA報告書には、記述、情報を要約している表、および提供された裏付け情報を用

いて下した決定のあいだで、つじつまが合わないところが多数ある。 

修正版暫定 AA報告書に対する適合審査 

https://calsafer.dtsc.ca.gov/cms/priorityproductdetail/?rid=1009
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AAに取り組む 4社のうち、3社は 10月 29日付けで、残る 1社は 11月 1日付けで暫定

AA 報告書の修正版を提出した。DTSC はそれをレビューし、修正版の受領から 30 日以内

に、適合通知、不承認通知、または審査中通知のいずれかを発出することになっている。 

 

●未反応MDI含む SPFシステムの簡約版代替策分析報告書に関する意見公募開始 

DTSC は 9 月 10 日、SCP 規則のもと、優先製品である未反応メチレンジフェニルジイ

ソシアネート（MDI）を含むスプレーポリウレタンフォーム（SPF）システムの責任主体で

ある企業 15社がおのおの作成した簡約版（Abridged）の AA報告書について、11月 12日

を期日として意見公募を行った（関連文書一式：https://calsafer.dtsc.ca.gov/cms/comment

package/?rid=12744）。未反応MDIを含む SPFシステムは 2018年 7月 1日に優先製品リ

ストに追加されたが、米国化学工業協会（ACC）が優先製品指定の撤回を求めて不服申し立

てを行うなどしたため、規則の実施が一時棚上げとなっていた。しかし、ACC の不服申し

立ては DTSCに承認されず、同協会には 2019年 2月にその旨書簡で通知された。 

簡約版 AA報告書とは 

SCP 規則の実施責任を負う製造者ら責任主体は、二段階から成る AA の第一段階におい

て、利用可能であり、機能的に受容可能であり、かつ技術的に実現可能な代替策を特定でき

なかった場合、簡約版 AA 報告書を提出できる。簡約版 AA報告書には次の内容が含まれて

いなければならない。 

 第一段階の分析で得られた所見 

 通常第二段階で特定される優先製品と代替策との比較に関連するファクター（化学物

質の悪影響、曝露経路、ライフサイクルの各段階、製品の機能と性能、経済的影響など） 

 検討した代替策が機能的に受容可能でも技術的に実現可能でもない理由 

 責任主体がより安全な代替策を調査し開発するまで優先製品に関連してもたらされる

可能性がある悪影響を制限または低減するために提案された規制対応策の実施に関す

る里程標と日付 

 

●則規制対象候補に消費者向け織物・革製品用の PFAS類含むケア製品を提案 

DTSCは 11月 9日までに、SCP規則の規制対象である「優先製品」候補として、カーペ

ットや布・革張り家具、靴など、消費者向けの織物・革製品に使われる PFAS類を含むケア

製品（treatment）を提案した（関連情報：https://dtsc.ca.gov/scp/treatments-with-pfass//）。

極めて安定した炭素－フッ素結合を特徴とする PFAS 類はさまざまな用途に用いられてい

るが、DTSC は以前から、織物・革用ケア製品をヒトや生態系にとっての PFAS 類への重

要な曝露源と特定していた。主な曝露経路は、これらの製品の使用中における吸入である。 

提案された消費者向け製品 

カーペット、布・革張り家具、衣類、靴などの消費者向け製品となった織物や革（converted 

textiles and leathers）用のケア製品のうち、PFAS類を含み、かつ、ついた泥やシミを取

https://calsafer.dtsc.ca.gov/cms/commentpackage/?rid=12744
https://calsafer.dtsc.ca.gov/cms/commentpackage/?rid=12744
https://dtsc.ca.gov/scp/treatments-with-pfass/
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り除いたり、汚れや油、水などをはじいたりすることを目的として、カリフォルニア州で販

売されているもの。 

提案された化学物質 

DTSCは、すでに知られている危険有害性特性にかんがみて、これらのケア製品に使わ

れている PFAS類を同じ PFAS類というクラスの他の化学物質で代替することは「残念な

代替（regrettable substitution）」を継続させかねない、と考えている。そのため、DTSC

は今回、当該ケア製品に含まれる PFAS類は、PFAS類というクラスに属するすべての化

学物質を対象にすることを提案した。 

 

●規制対象としての提案候補： 

12月 1日現在、SCP規則の規制対象に提案することを目的として、さらなる情報収集の

対象となっているのは、以下の製品と化学物質の組み合わせである。 

 美容・パーソナルケア・衛生製品と洗浄製品に含まれる 1,4-ジオキサン 

 食品パッケージに含まれるオルトフタレート（OP：ortho-phthalate）類、ビスフェノ

ール A（BPA）とその代替物質、および PFAS類 

 

(2) グリーンケミストリー改正法案、2019年度の議会で成立ならず 

2019 年度のカリフォルニア州議会で審議されていた同州 2008 年グリーンケミストリー

法改正法案（SB 392）は、9月 13日に終了した会期終了までに議会を通過できず、2020年

度会期に審議が持ち越されることになった。SB 392は、5月 23日に上程された上院を通過

し、翌 24 日には下院に回付されたが、9 月 10 日に審議が棚上げ状態となっていた。2020

年度の州議会は 1月 6日に召集される予定である。 

背景事情 

2018 年はグリーンケミストリー法の制定 10 年目だったことから、同年 10 月、NPO の

Public Health Institute（PHI）が SCPプログラムの 10年間の成果と課題を評価する報告

書を発表した。報告書は、実施のペースが遅い、DTSCの情報収集権限が不明瞭、といった

プログラムの重大な問題点を指摘するとともに、優先製品に関する DTSC のアクションを

加速するための法律の改正など、このプログラムの有効性を高めるためのさまざまな勧告

を行った。SB 392 にはこの報告書で指摘された問題点やなされた勧告が反映されている。 

提案されている主な改正点 

 AAを要求する代わりに代替策に関する既存の研究や評価を利用し、それらを根拠に規

制対応策の段階に進むことを DTSCに認める。 

 製造者に情報（成分データ・情報、製品用途を含む）を要求する権限を DTSC に認め

る。要件に違反する者は 5万ドル以下の民事制裁金を支払う。 

 「優先製品作業計画」に新たな情報（規制対象になる可能性がある化学物質、製品の安

全性評価に必要な追加の成分情報、規制プロセスのタイムラインなど）を含める。 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201920200SB392
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(3) 有害物質を含むため州内の学校による購入が禁止される図工材料リスト更新 

州環境健康有害性評価室（OEHHA）は、同州教育法（Education Code）のもとで学校に

よる購入が禁じられている子ども用の図工（美術・工芸）材料のリストを 7 月付けで更新

し、公表した。教育法 Section 32064は、学校、学区（school district）、および私立学校の

運営者（governing authority）が幼稚園児から 6年生（K-6）の子どもが使う図工材料を購

入する場合、有害物質を含むものを注文したり購入したりすることを禁じている。今回更新

されたリストは、学校や学区などが購入禁止要件を遵守する手助けする目的で、同法が

OEHHAに作成を義務付けているものである。 

リストは製品カテゴリーごとにまとめられており、製造者名、製品名、およびそれらの製

品がリストに収載された根拠を示す 1～3の番号（意味は以下参照）が記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

OEHHA はまた、学校が図工材料を購入する際のガイドラインの一環として、リストに

収載されているアイテムに加え、プロポジション 65の警告が貼付されているアイテムを K-

6の子どものために購入してはならない、と述べている。 

 

(4) 新法成立：有害物質含む化粧品の安全データシートを製造者のウェブサイトに掲載へ 

カリフォルニア州で 9月 20日、化粧品や消毒剤に含まれる、あるいはそうした製品とし

て使用される有害な物質や混合物を製造または輸入する主体（entity）に対し、2020年 7月

1日より、それらの製品の安全データシート（SDS）を自身のウェブサイトに掲載し、一般

の人々もアクセスできるようにすることを義務付ける法律（法案番号：AB 647）が成立し

た。法律は主体に対し、その SDSを少なくともスペイン語、ベトナム語、中国語、および

韓国語に翻訳し、ウェブサイトに掲載することも併せて求めている。 

化粧品類を毎日長時間扱うサロンなどの美容業界では、多くの移民や有色人種女性が働

いている。この法律は製造者に対し、化粧品等の SDSをウェブサイトに掲載し、サロンで

働く人々が化粧品の健康影響などの情報に容易にアクセスできるようにするとともに、そ

れらの情報を労働者たちが普段話す言葉に翻訳することを義務付けている。 

 

(5) 大気資源委員会の消費者向け製品を対象とする VOC 排出削減戦略 

州大気資源委員会（CARB）は 11月 7日、消費者向け製品から排出される揮発性有機

1－米国画材工芸材協会（ACMI：The Art & Creative Materials Institute, Inc.）の認定製品

リストで（健康リスクに対する）警告ラベリング（CL）貼付と特定された製品（2019

年 6 月 1 日現在）。 

2－リコールされた製品（連邦消費者向け製品安全委員会、2019 年 6 月 1 日現在）。 

3－健康への危険有害性ラベルが貼付されている、または有害化学物質を含んでいるため

OEHHA の注意を引いた製品。 

https://oehha.ca.gov/media/downloads/risk-assessment/document/arthazardslistjuly2019.pdf
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201920200AB647


http://www.envix.co.jp                     9                             EnviX 

 

化合物（VOC）をいっそう削減するために考え得る消費者向け製品規則の改正について話

し合う 2回目の公開ワークショップを開催した。2016年に策定された州戦略は、2023年

と 2031年における消費者向け製品からの VOC排出削減目標を達成するのに必要な対策を

講じることを CARBに義務付けている。 

今回対策が提案された製品カテゴリーは、手動スプレー芳香剤・消臭剤（manual aerosol 

air freshener）、仕上げ用ヘアスプレー（hair finishing spray）など 6つである。 

背景情報 

CARBは、州内で依然として深刻な地上オゾンによる大気汚染対策の一環として、その

前駆物質である VOCの規制に取り組んでいる。そのうちのひとつが消費者向け製品のよ

うな小規模汚染源の規制で、現在 100を超える製品カテゴリーの消費者向け製品を対象と

した VOCの含有制限を行っている。しかし、州の人口増加にともない、消費者向け製品

からの VOC排出量は今後も増加の一途をたどることが予想されている。 

 

■ニューヨーク州の動向 

(1) 州裁判所、同州家庭用洗浄製品成分情報公表プログラムを無効と判断 

ニューヨーク（NY）州環境保全局（DEC）の家庭用洗浄製品成分情報公表プログラムに

対して家庭用および商業用製品協会（HCPA）と米国洗浄剤協会（ACI）が 2018 年秋に起

こした裁判で、同州オールバニ郡高位裁判所は 8月 27日、このプログラム全体を無効とす

る判断を下した。HCPAと ACIは、このプログラムは州行政手続法（SAPA）の規則策定要

件にのっとって策定する必要がある「規則」だと主張し、その要件に従わずに策定されたこ

のプログラムは無効だと訴えた。これに対して DECは、このプログラムは同局が法規によ

り与えられた広範な権限内で適切に策定された単なる「ガイダンス文書」だと反論したが、

裁判所は原告の主張を支持する判断を下した。 

プログラムの概要とこれまでの経緯 

DEC が 2018 年 6 月に最終決定したこのプログラムは、一般家庭用や業務用として使わ

れるさまざまな石鹸類や洗剤類を対象とするもので、州内で販売されるそれらの製品の製

造者に対し、製品に含まれる成分に関して当が求める情報をそれぞれのウェブサイトで公

表することを義務付けている。成分情報は製造者の規模や成分カテゴリーごとに段階的に

公表される計画で、当初、最初の公表は 2019年 7月 1日までに行われることになっていた

が、DECは 2019 年 1月と 6 月の 2 度、この最初の公表に関する要件の実施の延期を発表

し、最終的に公表期日は 2020年 1月 1日となっていた。 

プログラムの現状 

このプログラムを再度発令するには、DEC が今回の裁判所の判断を不服として控訴する

か、このプログラムを SAPA のプロセスにのっとって規則として策定するかのどちらかし

かない。DEC のこのプログラムに関するウェブページによると、同局は近い将来、この情

報公開に関する規則を発行するつもりである。 

https://www.dec.ny.gov/chemical/109021.html
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(2) 子ども向け製品に含まれる有害化学物質規制する法案、州議会通過後の進展なし 

有害化学物質を含む子ども向け製品の州内における販売を規制する法案（S. 501）が 4月

30 日に NY 州議会を通過したが、州議会の記録では、州知事はいまだこの法案に対する判

断を下していない。知事がこれを承認した場合、法律は 2020年 3月 1日に発効する。 

 この法案の概要は以下のとおりである。 

 対象製品：ベビー製品、玩具、学用品など、幅広い「子ども向け製品」 

 特定の「危険化学物質」を含むそれらの製品を州内で販売や流通を目的に提供する製造

者は、試料測定時の定量限界値（PQL）で「危険化学物質」を使用していることを環境

保護局に報告する。この報告を怠る場合、その製品の州内での販売は禁止となる。 

 2023年 1月 1日より、TECPP、ベンゼン、ホルムアルデヒド（繊維に含まれるもの以

外）、アスベスト、および有機ハロゲン難燃剤を含む子ども向け製品を州内で流通、販

売、または販売目的で提供してはならない。 

 この法律の要件は、「工業または製造プロセスにおいて、またはそれらのプロセスのた

めに処理されるか使用されるかするもので、最終製品には含まれない化学物質」には適

用されない。 

 

■ワシントン州の動向 

(1) 新たな製品含有化学物質規制法をめぐる動向 

●エコロジー局、新たな製品含有化学物質規制法の実施プログラムに着手 

エコロジー局は 8月 22日までに、同州の新たな製品含有化学物質規制法の実施プログラ

ム、「Safer Products for Washington（ワシントン州のためのより安全な製品）」に着手する

とともに、この実施プログラムにかかわる情報を共有するための専用のウェブサイトを開

設した。同年 5月に成立した「健全な人々とピュージェット湾のための汚染防止法」（法案

番号：SB 5135、URL はバックグラウンド情報参照）のもと、エコロジー局は、保健局と

協議のうえ、一定の基準を満たす優先化学物質とそれらを含む優先消費者向け製品を特定

する権限や、より安全な代替策が実現可能で利用可能な場合に製品中の優先化学物質を制

限したり禁止したりする権限を与えられている。 

 

●新たな製品含有化学物質規制法で調査中の優先製品候補が公表される 

ワシントン州エコロジー局は、9 月 18 日に発表した文書において、同州の新たな製品含

有化学物質規制法のもとでエコロジー局が優先的に調査している化学物質と製品の組み合

わせの一部を明らかにした。同法は、最初の「優先化学物質」を PFAS類、フタル酸エステ

ル類、有機ハロゲン系などの難燃剤、フェノール化合物、および PCB 類と定めたうえで、

それらの重要なソース（source）あるいは用途となっている「優先消費者向け製品」を 2020

年 6 月 1 日までに特定するようエコロジー局に義務付けている。より安全な代替策が実現

https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2019/S501B
https://www.ezview.wa.gov/site/alias__1962/37555/safer_products_for_washington.aspx
https://www.ezview.wa.gov/Portals/_1962/Documents/saferproducts/Stakeholder%20Email_September%202019.pdf
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可能で利用可能な場合、エコロジー局は製品中の優先化学物質を制限または禁止すること

ができる。同局が発表した化学物質と製品カテゴリーの一部は次のとおりである。 

 カーペットおよびアフターマーケット・カーペット処理製品（aftermarket carpet 

treatment）に含まれる PFAS類 

 ビニル床シート（vinyl flooring）および香水に含まれるフタル酸エステル類 

 洗濯用洗剤、感熱紙、缶のライニング（can lining）に含まれるフェノール化合物 

 印刷用インクに含まれる PCB類 

 電子機器、家具や子ども向け製品に使われるフォーム材、および建物断熱材に含まれる

難燃剤 

エコロジー局は、優先消費者向け製品リストのドラフトとそれらを選んだ根拠を 2020年

の早い時期に公表する予定である。 

 

(2) ワシントン州、子ども向け製品含有化学物質報告に IC2の新システム利用へ 

米ワシントン州エコロジー局は、同州子どもの安全製品法（URL はバックグラウンド情

報参照）にもとづく企業からの報告に使用していたデータベースを 9 月末で閉鎖し、代わ

りに Interstate Chemicals Clearinghouse（IC2）が開発中の新たな報告データベース、「高

優先度化学物質データシステム」（HPCDS）を利用する。HPCDSは、一度の報告で複数の

州の化学物質報告要件を満たすことができるようにするもので、11 月半ばの運用開始が予

定されていたが、12 月 1 日現在、運用が始まったという情報は確認できていない。ワシン

トン州はオレゴン州とともに、他州に先駆けてこの新データベースを利用する。バーモント

州も、この新データベースの利用を計画しているという。なお、ワシントン州の子どもの安

全製品法にもとづく次回の報告期日は、2020年 1月 31日である。 

IC2とは 

米北東部諸州政府の廃棄物行政部門の連合団体である Northeast Waste Management 

Officials’ Association（NEWMOA）の下部組織で、9 月末現在、州や都市の環境衛生問題

を所管する 13の行政機関がメンバーとなっている。HPCDSがどの州の化学物質報告プロ

グラムをカバーするのかは定かでないが、報道ではこのシステムを利用するワシントン、オ

レゴン、およびバーモントの 3州のプログラムが挙げられている。 

 

(3) 食品パッケージ中の PFAS類に関する代替策評価プロジェクトの実施状況 

エコロジー局は 9月 24日、紙製食品パッケージに使われる有機フッ素化合物 PFAS類に

関する代替策評価（AA）プロジェクトについて、ペーパーラップとライナーに加え、バッ

クとスリーブも第一段階の評価対象とすることを検討中であることを明らかにした。また、

同局は 10月 7日、この AAは IC2の AAガイドにある化学物質の危険有害性、曝露、パフ

ォーマンス、および費用と利用可能性の 4 つのモジュールを用いることを発表した（関連

ウェブサイト参照）。 

https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Reporting-requirements/Reporting-for-Childrens-Safe-Products-Act
https://www.ezview.wa.gov/?alias=1962&pageid=37105
https://www.ezview.wa.gov/?alias=1962&pageid=37105
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2018年に成立した法律（法案番号：HB 2658）のもと、エコロジー局がより安全な代替

物質を特定する場合、PFAS類を含む食品パッケージの製造・販売等は 2022年から禁止さ

れる。同局は、2019年後半に評価の所見を州議会に報告する計画である。 

 

■カリフォルニア州以外のグリーンケミストリー法の動向 

(1) バーモント州、高懸念化学物質含む子ども向け製品を規制する法律と規則を改正 

バーモント州で 6月 19日、高懸念化学物質を含む子ども向け製品を規制する法律（バッ

クグラウンド情報を参照）を改正する法律が成立し（注）、7 月 1 日、全面的に発効した。

2014 年に制定されたこの法律は、66 種の「子どもにとっての高懸念化学物質」（CHCC）

を含む子ども向け製品に関する情報を定期的に州保健局へ提出することを製造者に義務付

けるもので、同法のもと、保健局には、規制対象化学物質を追加したり製品の販売や流通を

規制したりする権限が与えられている。 

主な改正内容は以下のとおりである。 

 製造者の情報提出頻度を、従来の隔年から「2020 年 8 月 31 日またはそれ以前、およ

びその後毎年」に変更する。また、報告する情報に「ブランド名、製品モデル、および

ユニバーサル・プロダクト・コード（UPC）（持っている場合）」を追加する。 

 保健局が CHCCを含む製品の販売または流通を規制する規則を採択する場合、従来は

諮問委員会である「子どもにとっての高懸念化学物質ワーキンググループ」の勧告が必

要だったが、それを「ワーキンググループとの協議後」とし、より規制しやすくする。 

この法律の改正に続き、子ども向け製品に含まれる高懸念化学物質の報告プログラムを

定める法律の実施規則もただちに改正され、改正規則は 8月 15日に発効した。改正規則で

は、改正された法律の規定との整合性が図られただけでなく、報告対象となる CHCC のリ

ストに Bisphenol S など 20 物質が新たに追加され、その結果、リストに収載されている

CHCCの数は 86種となった。 

（注）12 月 1 日現在、バーモント州議会のウェブサイトにはアクセスできず、改正法のテ

キストを入手できない状態が続いている。保健局が所管する子ども向け製品に関する

高懸念化学物質の報告プログラムの詳細は、以下の URLを参照されたい。 

http://www.healthvermont.gov/environment/children/chemical-disclosure-program-

childrens-products-manufacturers 

 

(2) ミネソタ州保健局、子どもの健康などへの影響が懸念される化学物質リストを更新 

ミネソタ州保健局（MDH）は 6 月 28 日、同州の「毒物フリー・キッズ法（Toxic Free 

Kids Act）」（URLはバックグラウンド情報参照）にもとづき作成した高懸念化学物質（CHC）

リストを更新した。このリストは消費者向け製品、とりわけ子ども向け製品に含まれる有害

化学物質を収載しており、MDHは少なくとも 3年ごとにリストを見直すことを義務付けら

れている。3回目となる今回の更新では、30物質がリストに追加されたいっぽう、52物質

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70.95G
https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/CHCCP%20clean%20rule_7.11.19.pdf
http://www.healthvermont.gov/environment/children/chemical-disclosure-program-childrens-products-manufacturers
http://www.healthvermont.gov/environment/children/chemical-disclosure-program-childrens-products-manufacturers
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/childenvhealth/docs/chlist/mdhchc2019.pdf
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/childenvhealth/docs/chlist/mdhchc2019.pdf
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がリストから削除され、結果的にリストに収載されている CHCの数は、前回更新時（2016

年 9月）の 1769物質から 1747物質に減少した。次回の更新は 2022年 7月である。 

ミネソタ州の「毒物フリー・キッズ法」は、当局に対して CHCリストの作成や見直しな

どを義務付けているが、製品の製造者による当局への報告や代替策評価の実施などは規定

していない。MDHは、この法律の実施を通して、人々、とりわけ子どもや妊婦などの影響

を受けやすい層の人々の健康に害を与えるかもしれない有害化学物質への曝露の可能性を

特定し伝えることに取り組んでいる、と述べている。 

 

(3) メイン州、PFOS含む子ども向け製品の製造者に報告義務課す規則案を修正 

メイン州環境保護局（DEP）は 10月 2日、州「子ども向け製品に含まれる有毒化学物質」

法のもと、有機フッ素化合物のパーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）を報告要件の対

象となる優先化学物質に指定する規則案の修正版を公表し、11 月 4 日を期日として意見公

募を行った。DEP は同年 4 月、最初の規則案を公表し、意見公募と公聴会を実施したが、

その後に同局が得た新たな情報により、規則案を修正して対象製品を明確にした。 

修正規則案は、この規則は「子ども向け製品のほか、住居、チャイルドケア施設、学校な

どの屋内での使用または住宅や同様の施設周辺の屋外での使用のために販売されるもので、

12 歳未満の子どもがじかに触れる可能性がある消費者向け製品」に適用されると定めてい

る。報告対象製品カテゴリーに該当する製品で意図的に加えられた PFOS を含むものの製

造者または流通者は、この規則の発行日のあと 180 日以内に、製品の記述（PFOS を含む

コンポーネントは口に入る大きさか否かなど）、製品の各ユニットに含まれる PFOS の量、

製品において PFOS が果たす機能、州内または全米における製品の販売または流通ユニッ

ト数など、規則に規定されている情報を DEPに提出しなければならない。 

修正された規則案は、下記の URL でアクセスできる DEP の規則策定に関するウェブペ

ージで「Chapter 890, Designation of PFOS as a Priority Chemical」の「Draft Rule Chapter」

をクリックすると、読むことができる。 

https://www.maine.gov/dep/rules/index.html 

 

■PFAS問題に対する州の取り組み 

(1) ウィスコンシン州知事、PFASに関する行政命令に署名 

ウィスコンシン州のエバーズ州知事は、8月 22日に PFAS問題に対処するための「ペル

フルオロアルキル化合物ポリフルオロアルキル化合物（PFAS）による公衆衛生リスクおよ

び PFAS調整評議会の設立に係る行政命令#40」に署名した。この行政命令は州天然資源局

（DNR）に対し、PFAS汚染に対処するための追加的な措置を取ることを命じるもので、DNR

は公衆衛生局および農業・商業・消費者保護局の協力のもと、PFAS類が州の公衆衛生や天

然資源にもたらすリスクの情報などを提供する公開情報ウェブサイトの開設、PFAS汚染か

ら公衆衛生や環境を保護するための規制基準の作成、他州の行政機関との連携による PFAS

https://www.maine.gov/dep/rules/index.html
https://content.govdelivery.com/attachments/WIGOV/2019/08/22/file_attachments/1271521/EO%2040%20-%20PFAS.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/WIGOV/2019/08/22/file_attachments/1271521/EO%2040%20-%20PFAS.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/WIGOV/2019/08/22/file_attachments/1271521/EO%2040%20-%20PFAS.pdf
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調整評議会の設立などに取り組むことになる。 

 

(2) コネチカット州の PFAS類アクション・プランが完成 

コネチカット州のラモント知事は 11 月 4 日、同州の省庁間タスクフォースから、PFAS

類がもたらす悪影響に対処するために自身が検討すべき勧告がまとめられたアクション・

プランの最終版（2019 年 11 月 1 日付け、本文および付属書）を受け取ったことを明らか

にした。タスクフォースは 6月に同州の空港で PFAS類を含む泡消火剤（AFFF）の大量流

出事故が発生したことを受けてラモント知事が立ち上げたもので、アクション・プランには、

1)  同州の住民による PFAS類への曝露の最小限化、2) 今後環境中へ放出される PFAS類

の最小限化、3) これまでに環境中に放出された PFAS類の特定・評価・浄化、の 3つの主

要目的を達成するための具体策が提案されている。また、それらの勧告を後押しするために

考えられる立法措置が特定されており、1) PFAS 類を含む製品の製造者に含有情報の表示

を求めることが可能か否かを評価すること、2) PFAS含有製品の拡大生産者責任（EPR）プ

ログラムの確立を検討すること、などが挙げられている。 

 

■その他の州の動向 

(1) ニュージャージー州のアスベスト含有製品規制 

5 月 10 日、ニュージャージー州でアスベスト含有製品の販売や流通を禁じる法律（法案

番号：A4416）が成立した。この法律のもと、いかなる者も、アスベストを含む製品を州内

で販売したり、販売目的で提供したり、または流通したりすることを禁じられる。同州の法

律が定める定義（Title 34 Chapter 5A-34）によると、アスベストには白石綿（クリソタイ

ル）、青石綿（クロシドライト）、茶石綿（アモサイト）、アンソフィライト石綿、トレモラ

イト石綿、およびアクチノライト石綿が含まれる。「製品（product）」の定義は、この法律

には含まれていない。法律は 9月 1日に発効した。 

 

(2) ミネソタ州の有機ハロゲン系難燃剤含有製品規制 

ミネソタ州で 5月 22日、現行の同州の難燃剤含有製品規制法を改正し、対象となる製品

と難燃剤の範囲を拡大する法律（法案番号：HF359）が成立した。現在の対象製品は子ども

向け製品と家庭用の布・革張り家具のみだが、ここに住宅用テキスタイル（窓や壁を覆う目

的のもの）とマットレスが新たに加えられる。また、現在の対象難燃剤は 4種類（TDCPP、

デカ BDE、HBCDD、および TCEP）のみだが、これが「すべての有機ハロゲン系難燃性

化学品」に置き換えられる。改正法のもと、製造者または卸売業者は、製品コンポーネント

に有機ハロゲン系難燃剤を 1000 ppm を超えて含む対象製品の製造、販売、または流通を

禁じられる。この改正条項は 2021年 7月 1日に発効する。 

 

(3) メイン州のフタル酸エステル類と PFAS類を含む食品パッケージ規制 

https://portal.ct.gov/-/media/Office-of-the-Governor/News/20191101-CT-Interagency-PFAS-Task-Force-Action-Plan.pdf?la=en
https://portal.ct.gov/-/media/Office-of-the-Governor/News/20191101-CT-Interagency-PFAS-Task-Force-Action-Plan-Appendix.pdf?la=en
https://www.njleg.state.nj.us/2018/Bills/AL19/114_.PDF
https://www.revisor.mn.gov/bills/text.php?number=HF359&version=2&session=ls91&session_year=2019&session_number=0&format=pdf
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メイン州で 6月 13日、フタル酸エステル類と PFAS類を含む食品パッケージを規制する

法律（法案番号：LD1433）が成立した。この法律で言う「食品パッケージ（food package）」

には、パッケージに入っていたりパッケージで包装されたりしている飲食物自体やパッケ

ージのコンポーネント、フードサービス業などで使われる使い捨てのビニール手袋も含ま

れる。製造者、供給者、または流通者は、2022年 1月 1日より、フタル酸エステル類を意

図的に使用したインクや接着剤などの添加物を含む食品パッケージを州内で販売または販

売促進目的で提供できなくなる。いっぽう、PFAS類が意図的に使われた食品パッケージは、

当局がより安全な代替物質は利用可能と判断する場合のみ、規則によって製造者らが販売

または販売促進目的で提供することが禁じられる。ただし、禁止要件は、2022年 1月 1日

か当局がより安全な代替物質を特定した日から 2年後の、どちらか遅い方まで発効しない。 

 

(4) ロードアイランド州、布・革張り家具と寝具に含まれる有機ハロゲン系難燃剤の含有

規制を緩和 

ロードアイランド州のレイモンド知事は 7 月 8 日、子ども向けを含む家庭用布・革張り

家具（ソファー、椅子など）や寝具に含まれる有機ハロゲン系難燃剤の含有規制を緩和する

法案（H5119）に署名した。これにより法案は法律として成立し、2020 年 1 月 1 日以降、

いかなる製造者、卸売業者、または小売業者も、非高分子の有機ハロゲン系難燃剤を 1000 

ppm 以上含む対象製品を州内で製造したり、そうと知りながら販売したりすることはでき

なくなる。報道によると、米国では複数の州が、「1000 ppm」をしきい値として製品に含ま

れる難燃剤を規制しているが、ロードアイランド州ではこれまで、有機ハロゲン系難燃剤を

「100 ppm」以上含む製品が規制対象となっていた。 

 

(5) コロラド州、地上オゾンの国家基準達成を目指し消費者向け製品中の VOCを規制へ 

コロラド州公衆衛生・環境局は 7月 18日、特定の消費者向け製品と建築・産業メンテナ

ンス（AIM）用コーティング剤に含まれる VOC の量を制限する規則（Regulation 21）を

採択した。規則は 9 月 14 日に発効した。この規則のもと、2020 年 5 月 1 日以降、州内の

いかなる者も規定の量（重量％）を超えて VOC を含む消費者向け製品と AIM を販売目的

で製造することができなくなる。コロラド州のデンバー・メトロ／ノース・フロント・レン

ジ（DMNFR）地域は、地上オゾンの国家大気環境基準（NAAQS）を満たしていない未達

成地域に分類されている。今回の規則は、地上オゾンの前駆物質の排出量を削減し、地上オ

ゾンの NAAQSを達成するための取組を進めるなかで策定された。 

 

(6) イリノイ州で BPA含むレシート禁止法が成立 

イリノイ州で 8月 26日、一部の例外を除き、コーティング剤にビスフェノール A（BPA）

を含む感熱紙をレシートなどとして使用することを 2020年 1月 1日より禁じる法律（法案

番号：HB 2076）が州知事の署名により成立した。この日より、いかなる者も、レシートな

http://www.mainelegislature.org/legis/bills/getPDF.asp?paper=HP1043&item=3&snum=129
http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText/BillText19/HouseText19/H5119.pdf
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/aqcc-regs
http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=101-0457
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どのビジネスや銀行取引を記録するために、BPA を含む感熱紙を流通させたり使用したり

してはならない。同法は 8月 23日にさかのぼって発効した。 

 

(7) ニューハンプシャー州、難燃剤含む布・革張り家具を規制へ 

ニューハンプシャー州で 9 月 3 日、一定量を超えて難燃剤を含む布・革張り家具の輸入

や製造を禁じる法律（法案番号：SB 193）が制定され、法律は同日、発効した。同法のも

と、いかなる者も、ファブリック、カバー類、またはクッション材に難燃剤（ハロゲン系、

リン系、窒素系、ナノスケールのものなど）または難燃剤を含む混合物を 0.1％を超えて含

む布・革張り家具を、同州において販売目的で輸入する、もしくは顧客に配送する、または

販売目的で製造することを禁止される。同法はまた、州司法長官に対し、同州において販売

目的で流通している布・革張り家具の製造者に対し、要件の遵守証明書を提供するよう要求

する権限を与えている。 

 

今後の展開とスケジュール 

■グリーンケミストリー法改正法案の審議が見込まれる次回のカリフォルニア州議会は、

2020年 1月 6日に召集される予定である。 

■ニューヨーク州議会は 2019年の年末で会期が終了する。それまでに、有害化学物質を

含む子ども向け製品を規制する法案（S.501）に対して、知事が何等かの判断を下すと

見られている。 

■ワシントン州の新たな製品含有有害化学物質規制法のもと、最初の「優先消費者向け製

品」は 2020年 6月 1日までに特定される予定である。 

■ワシントン州の紙製食品パッケージに使われる PFAS類に関する AAプロジェクトにお

いて、エコロジー局は 2019年後半に評価結果を議会に報告する計画である。 

■新たに制定または改正された各州の法規の運用開始日を以下に示す。 

カリフォルニア州：化粧品や消毒剤の SDSを製造者のウェブサ

イトで公表 

2020年 7月 1日 

ミネソタ州：難燃剤含有製品規制法の改正条項の発効 2021年 7月日 

ロードアイランド州：子ども向け製品等に含まれる有機ハロゲン

系難燃剤の含有基準値の緩和 

2020年 1月 1日 

コロラド州：一定量を超えて VOCを含む特定の消費者向け製品

と AIMの販売目的での製造禁止 

2020年 5月 1日 

イリノイ州：BPAを含む感熱紙のレシート等への使用禁止 2020年 1月 1日 

 

EnviX 展望と見解 

本稿の報告対象である 2019 年 5 月から 11 月にかけて、全米のさまざまな州で製品中の

化学物質を規制する動きが相次いだ。最も目についた規制対象物質は世界的に規制強化の

http://gencourt.state.nh.us/bill_status/billText.aspx?sy=2019&id=241&txtFormat=html
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動きが加速化している PFAS 類だが、有機ハロゲン系を中心とする難燃剤を規制する動き

も依然として活発である。規制対象製品としては、子ども向け製品や布・革張り家具、食品

パッケージなどが多く、人々が長時間、直接触れることが多かったり、体内に取り込まれる

可能性があったりする物質や製品への取り組みが優先的に行われていることがうかがえる。 

そうした「規制対象」とは別に、今回特徴的だったのは、個別の化学物質と製品の組み合

わせ（PFAS類を含む食品パッケージなど）を特定して規制する、昔ながらの規制が多かっ

たことである。個別の化学物質と製品の組み合わせによる規制は、「組み合わせの数だけ法

律が増える」として、一時はグリーンケミストリー法のような、包括的な規制のしくみを整

える法規に取って代わられると見られていた。しかし、最近の報道いわく、包括的なグリー

ンケミストリー法タイプの法規は対象が広すぎて、かえって支持を得ることが難しいとい

う。その点、個別の規制は規制対象が限定されるため支持を得やすく、規制の費用も抑えら

れる。連邦の有害物質規制法（TSCA）が改正されても、州の化学物質規制に対する積極的

な取組は健在である。加えて個別の規制が「復活」を果たせば、今後も州レベルで成立する

製品含有化学物質規制の数は増え続けることになるだろう。 

 

その他関連動向 

カリフォルニア州の主要な有害物質規制法である安全飲料水・有害物質取締法（プロポジ

ション 65）については、本号米国・カナダ編「プロポジション 65」を参照されたい。 

【2019.12.04 yb】 

 


